
規

則 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
一
埼
玉
県
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平

成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      
 

別
表
第
一
の
三
埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
七

十
八
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

              
 

別
表
第
二
の
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例 

第
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
（
第
三
十
五
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
三
十
二
条
第
二
項
（
第

三
十
五
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
第
三

十
三
条
第
二
項
（
第
三

十
五
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
） 

 

埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第

二
十
二
号
） 

第
二
十
八
条
第
七
号
（
第

三
十
五
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
） 

 



       
 

別
表
第
二
の
二
埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

              
 

別
表
第
四
の
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

第
二
条 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
一
旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
十
四
号
）
の
項
中
「
第

五
条
第
三
号
ヲ
」
を
「
第
五
条
第
三
号
ヨ
」
に
改
め
、
同
表
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
（
平
成
二

十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
項
中
「
別
表
第
一
第
三
十
三
号
」
を
「
別
表
第
一
第
二
号
ツ
」

に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
二
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
項
中
「
別
表
第
一
第
十
八
号
」
を
「
別
表
第
一
第

二
号
ホ
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
一
の
三
埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
条
例
の
項
中
「
及
び
第
二
項
（
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例 

第
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
（
第
三
十
五
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
三
十
二
条
第
二
項
（
第

三
十
五
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
第
三

十
三
条
第
二
項
（
第
三

十
五
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
） 

 

埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例 

第
二
十
八
条
第
七
号
（
第

三
十
五
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
三
十

八
条 

 

埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例 

第
三
十
八
条 

 



む
。
）
」
の
下
に
「
、
第
十
三
条
第
五
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
二
の
一
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
項
中
「
第
五
条
第
三
号
ヲ
」
を
「
第
五
条
第
三
号
ヨ
」

に
改
め
、
同
表
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
項
中
「
別
表
第
一
第
三
十
三
号
」
を
「
別
表
第
一
第

二
号
ツ
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
二
の
二
埼
玉
県
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
条
例
の
項
中
「
及
び
第
二
項
（
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
の
下
に
「
、
第
十
三
条
第
五
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。 


